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「診療報酬請求書等の記載要領等について」の一部改正について

今般、後発医薬品の使用促進の一環として、処方せんの様式が変更されること及び一般名処方を推進

することとされたことを踏まえ、「診療報酬請求書等の記載要領等について」（昭和51年８月７日保険

発第82号）の別紙２「診療録等の記載上の注意事項」について、下記のとおり改正するので、その取扱

いに遺漏のないよう貴管下の保険医療機関及び審査支払機関に対し、周知徹底を図られたい。

記

１ 第１の１を次のように改める。

２ 処方せんの用紙は、Ａ列５番を標準とすること。なお、診療録及び歯科診療録の用紙について

は、用紙の大きさに特段の定めはないが、Ａ列４番とすることが望ましいものであること。

２ 第５の７の（１）を次のように改める。



診療録・処方せん - 8

発医薬品への変更に差し支えがあると判断したときには、「備考」欄中の「保険医署名」欄に署

名等を行うとともに、当該医薬品の銘柄名の近傍に「含量規格変更不可」又は「剤形変更不可」

と記載するなど、患者及び処方せんに基づき調剤を行う保険薬局の保険薬剤師のいずれに対して

も含量規格変更不可又は剤形変更不可であることが明確に分かるように記載すること。

※ 類似する別剤形の医薬品とは、内服薬であって、次の各号に掲げる分類の範囲内の他の医薬

品をいう。

ア 錠剤（普通錠）、錠剤（口腔内崩壊錠）、カプセル剤、丸剤

イ 散剤、顆粒剤、細粒剤、末剤、ドライシロップ剤（内服用固形剤として調剤する場合に限

る。）

ウ 液剤、シロップ剤、ドライシロップ剤（内服用液剤として調剤する場合に限る。）

(７) なお、内服薬の処方せんへの記載に当たっては、「内服薬処方せんの記載方法の在り方に関す

る検討会報告書の公表について」（平成22年１月29日付医政発0129第３号薬食発0129第５号）も

参考にされたい。

８ 「備考」欄について

(１) 保険薬局が調剤を行うに当たって留意すべき事項等を記載すること。

(２) 麻薬を処方する場合には、麻薬取締法第27条に規定する事項のうち、患者の住所及び麻薬施用

者の免許証の番号を記載すること。

(３) 長期の旅行等特殊の事情がある場合において、必要があると認め、必要最小限の範囲において、

投薬量が１回14日分を限度とされる内服薬及び外用薬であって14日を超えて投与した場合は、そ

の理由を記載すること。

(４) 未就学者である患者の場合は「６歳」と、高齢受給者又は後期高齢者医療受給対象者であって

一般・低所得者の患者の場合は「高一」と、高齢受給者又は後期高齢者医療受給対象者であって

７割給付の患者の場合は「高７」と記載すること。

(５) 処方医が、処方せんに記載したすべての先発医薬品について後発医薬品に変更すること及びす

べての後発医薬品について他の後発医薬品に変更することに差し支えがあると判断した場合は、

差し支えがあると判断した医薬品ごとに、「処方」欄中の「変更不可」欄に「✓ 」又は「×」を

記載するとともに、「保険医署名」欄に署名又は記名・押印すること。

９ その他

薬剤師は、調剤したときは、その処方せんに以下の事項を記載すること。

(１) 「調剤済年月日」欄について

処方せんが調剤済となった場合の年月日を記載すること。その調剤によって、当該処方せんが

調剤済とならなかった場合は、調剤年月日及び調剤量を処方せんに記載すること。

(２) 「保険薬局の所在地及び名称」欄について

保険薬局指定申請の際等に地方厚生（支）局長に届け出た所在地及び名称を記載すること。

(３) 「保険薬剤師氏名 ○印」欄について

調剤を行った保険薬剤師が署名するか又は保険薬剤師の姓名を記載し、押印すること。

(４) その他次の事項を「備考」欄又は「処方」欄に記入すること。

ア 処方せんを交付した医師又は歯科医師の同意を得て処方せんに記載された医薬品を変更して

調剤した場合には、その変更内容

イ 医師又は歯科医師に照会を行った場合は、その回答の内容

記載するとともに、「保険医署名」欄に署名又は記名・押印すること。

９ その他

薬剤師は、調剤したときは、その処方せんに以下の事項を記載すること。

(１) 「調剤済年月日」欄について

処方せんが調剤済となった場合の年月日を記載すること。その調剤によって、当該処方せんが

調剤済とならなかった場合は、調剤年月日及び調剤量を処方せんに記載すること。

(２) 「保険薬局の所在地及び名称」欄について

保険薬局指定申請の際等に地方厚生（支）局長に届け出た所在地及び名称を記載すること。

(３) 「保険薬剤師氏名 ○印」欄について

調剤を行った保険薬剤師が署名するか又は保険薬剤師の姓名を記載し、押印すること。

(４) その他次の事項を「備考」欄又は「処方」欄に記入すること。

ア 処方せんを交付した医師又は歯科医師の同意を得て処方せんに記載された医薬品を変更して

調剤した場合には、その変更内容

イ 医師又は歯科医師に照会を行った場合は、その回答の内容









■ 医薬品医療機器総合機構 ＰＭＤＡ からの医薬品適正使用のお願い
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本情報の留意点

＊「PMDAからの医薬品適正使用のお願い」は、薬事法に基づき報告された副作用感染症症例等の中から、
既に添付文書等で注意喚起しているものの、同様の報告の減少が見られない事例などについて、医薬品の
適正使用推進の観点から医療関係者により分かりやすい形で情報提供を行うものです。

＊この情報の作成に当たり、作成時における正確性については万全を期しておりますが、その内容を将来に
わたり保証するものではありません。

＊この情報は、医療従事者の裁量を制限したり、医療従事者に義務や責任を課すものではなく、医薬品の適
正使用を推進するための情報として作成したものです。

発行者 ：
独立行政法人
医薬品医療機器総合機構

ピボキシル基を有する抗菌薬に関するその他の注意事項は、
（ http://www.info.pmda.go.jp）＞医薬品関連情報＞添付文書情報（医薬品）を参照して下さい。

ピボキシル基を有する抗菌薬の商品名（会社名）

セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物：
フロモックス錠75mg/100mg/小児用細粒100mg（塩野義製薬株式会社）
セフカペンピボキシル塩酸塩錠75mg/100mg/小児用細粒10％「サワイ」 （沢井製薬株式会社）
セフカペンピボキシル塩酸塩錠75mg/ 100mg「トーワ」（シー・エイチ・オー新薬株式会社）
セフカペンピボキシル塩酸塩錠75mg/100mg/細粒小児用100ｍｇ「ＴＣＫ」 （辰巳化学株式会社）
セフカペンピボキシル塩酸塩錠75mg/ 100mg/細粒小児用10％「ＣＨ」 （長生堂製薬株式会社）
セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用10％「トーワ」（東和薬品株式会社）
セフカペンピボキシル塩酸塩錠75mg/100mg/細粒10％小児用「日医工」（日医工株式会社）
セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用10％「JG」（日本ジェネリック株式会社）
セフカペンピボキシル塩酸塩錠75mg/100mg/細粒小児用10%「マイラン」（マイラン製薬株式会社）
セフカペンピボキシル塩酸塩錠75mg/100mg/細粒小児用10％「YD」（株式会社 陽進堂）

セフジトレン ピボキシル：
メイアクトMS錠100mg/小児用細粒10％ （ MeijiSeikaファルマ株式会社）
セフジトレンピボキシル小児用細粒10％「タイヨー」 （テバ製薬株式会社）
セフジトレンピボキシル錠100mg/小児用細粒10％「サワイ」 （沢井製薬株式会社）
セフジトレンピボキシル錠100mg/小児用細粒10％「ＣＨ」 （長生堂製薬株式会社）
セフジトレンピボキシル錠100mg/細粒小児用10％「トーワ」（東和薬品株式会社）
セフジトレンピボキシル錠100mg/細粒10％小児用「日医工」（日医工株式会社）
セフジトレンピボキシル小児用細粒10％「EMEC」（メディサ新薬株式会社）

セフテラム ピボキシル：
トミロン錠50/100/細粒小児用10％（富山化学工業株式会社）
セトラート錠100mg/細粒小児用10％（沢井製薬株式会社）
ソマトロン細粒小児用100（テバ製薬株式会社）
テラミロン細粒小児用10％（東和薬品株式会社）
テラセフロン細粒100mg小児用（日医工株式会社）

テビペネム ピボキシル：
オラペネム小児用細粒10％（MeijiSeikaファルマ株式会社）

ピブメシリナム塩酸塩：
メリシン錠50mg（武田薬品工業株式会社）

これらの医薬品を切り替えて使用し
ても、ピボキシル基を有する抗菌薬
を継続して投与したことになります。

なお、長期の漫然とした使用は避け
てください。

No.８ ２０１２年４月

お問合わせ先 ： 安全第二部

TEL. 0 3 -3 5 0 6 -9 4 3 5 （ ダイ ヤルイ ン）
FA X . 0 3 -3 5 0 6 -9 4 4 1
h ttp ://w w w .in fo .p m d a .g o .jp
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ピボキシル基を有する抗菌薬（4ページ参照）は中耳炎などの感染症の治療に汎用さ
れていますが、小児等に投与した際に、重篤な低カルニチン血症に伴って低血糖症、
痙攣、脳症等を起こし、後遺症に至る症例も報告されています。

No.８ ２０１２年４月

PMDAからの医薬品適正使用のお願い

（独）医薬品医療機器総合機構

■ 医薬品医療機器総合機構 ＰＭＤＡ からの医薬品適正使用のお願い
http://www.info.pmda.go.jp

No.８ ２０１２年４月

ピボキシル基を有する抗菌薬投与による
小児等の重篤な低カルニチン血症と低血糖について

1/4

小児（特に乳幼児）への投与においては、血中カルニチン

の低下に伴う低血糖症状（意識レベル低下、痙攣等）に

注意してください（図：副作用発現時の年齢分布参照）。

長期投与に限らず、投与開始翌日に低カルニチン血症に
伴う低血糖を起こした報告もあります。（症例３参照）

妊婦の服用により出生児に低カルニチン血症が認められ

た報告もあります。（症例４参照）

ピボキシル基を有する抗菌薬服用時には、カルニチン排泄が亢進し、低カルニチン
血症に至ることがあり、小児（特に乳幼児）では血中カルニチンが少ないため、下記の
事項にご留意ください！

図: 副作用発現時の年齢分布

※：妊婦が服用して低カルニチン血症に至り、それにより出生児にも低カルニチン血症が
発現した1例を含む（3ページ症例4参照）

※

（
症

例
数

）









（別紙様式１） 

    服薬情報等提供料に係る情報提供書 
情報提供先医療機関名 

      担当医     科         殿 

                                                                   平成  年  月  日 

                        情報提供元保険薬局の所在地及び名称 

                   電   話 

                   （ＦＡＸ） 

                                      保険薬剤師氏名                                   印 

患者氏名 

性別（男・女） 生年月日 明・大・昭・平  年  月  日生（  歳） 職業 

住所 

電話番号 

 

処方箋発行日  平成  年  月  日 調剤日  平成  年  月  日 

１処方薬の情報▼ 

 薬剤名等： 

 

併用薬剤等（一般用医薬品、医薬部外品、いわゆる健康食品を含む。）の情報（有・無）▼ 

 薬剤名等： 

 

２ 処方薬剤の服薬状況（アドヒアランス）及びそれに対する指導に関する情報 

３ 患者の訴え（アレルギー、副作用と思われる症状等）、患者の薬剤服用に係る意向に関する情報 

４ 症状等に関する家族、介護者等からの情報 

５ 薬剤に関する提案 

６ 薬剤師からみた本情報提供の必要性 

７ その他特記すべき事項（薬剤保管状況等） 

A

 

 

 

 

処方医：     科         先生御机下 報告日   年   月   日 

 

患者名：        （ID：              ） 

処方箋 No.：      －     

保険薬局 名称・住所 

 

 

TEL：         FAX： 

担当薬剤師：               印 

患者からの同意  ☐ 得た  ☐ 得ていない 

☐ 患者は処方医への報告を拒否していますが、 

  治療上重要と考えられるため報告いたします。 

 

 

 

 

 

  ☐ 継続の必要性が乏しい薬剤についての情報提供（ポリファーマシー） 

  ☐ 経口抗がん薬の適正使用に関する情報提供 ☐ 服薬状況 

  ☐ 残薬調整に関する情報提供        ☐ 副作用 

  ☐ 処方内容に関連した提案         ☐ その他（           ） 

薬剤師からの情報提供・提案内容（※ 残薬調整の場合は下欄の「理由」と「対応」を記入すること） 

 ☐ 次頁に処方箋を FAXいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 残薬が生じた理由（複数選択可） 

☐ 飲み忘れが積み重なった     ☐ 新たに別の医薬品が処方された ☐ 飲む量や回数を間違っていた 

☐ 同じ医薬品が処方されていた   ☐ 自分で判断し飲むのをやめた（理由：             ） 

☐ 処方日数が服用日数より多かった ☐ その他（                       ） 

※ 残薬を回避するための対応（必ず選択してください） 

☐ 適切な服薬に向けて意義や重要性について指導しました。 

☐ その他（                                       ） 

◇ 医師への提案 

☐ （変更 or 中止）を提案します。（理由／提案内容：                        ） 

☐ その他（                                           ） 

＜注意＞  この FAX による情報伝達は、疑義照会ではありません。 

緊急性のある問い合わせや疑義照会は、処方医に直接電話でご確認ください。  

トレーシングレポート（服薬情報提供書） 

沖縄赤十字病院 薬剤部 

FAX：098-855-7266 
保険薬局 →  赤十字病院（薬剤部） 

分類 

処方箋に基づき調剤し、薬剤を交付しました。 

下記の通り、ご報告すべき点がございますので、ご高配賜りますようお願い申し上げます。 

B

C



A’A












